
 
 
 
 
 
 

主たる相談窓口に従事する市区町村の相談担当職員は、全国で６，８３０名配置されてい

る。内訳は、何らかの専門資格を有する者（①～⑧）が４，２８６名（６２．８％）、その

うち、児童福祉司と同様の資格を有する者（①～④）が８４１名（１２．３％）となってい

る。 
 

（上段：該当区分での割合　　　下段：人数）

人口３０万
人以上

人口１０万
人以上３０
万人未満

人口１０万
人未満

13.6%        12.8%        8.8%         2.2%         2.0%         11.8%       7.6%      7.2%

82 131 142 49 8 107 519 423

0.5%         0.1%         0.3%         0.1%         -             0.1%        0.2%      0.2%

3 1 5 2 -             1 12 12

9.9%         6.9%         3.0%         1.5%         0.7%         4.6%        3.8%      3.3%

60 71 48 34 3 42 258 194

1.5%         1.5%         0.5%         0.4%         0.2%         1.1%        0.8%      0.6%

9 15 8 9 1 10 52 34

25.5%        21.2%        12.5%        4.1%         2.9%         17.7%       12.3%    11.3%

154 218 203 94 12 160 841 663

12.1%        8.9%         6.4%         33.0%        40.8%        25.3%       20.7%    18.9%

73 91 104 748 166 229 1411 1,110

14.4%        19.3%        27.4%        3.0%         1.5%         11.2%       13.3%    13.5%

87 198 444 69 6 101 905 795

16.4%        14.9%        13.2%        7.2%         4.9%         8.4%        10.6%    10.8%

99 153 213 163 20 76 724 636

9.6%         8.9%         6.9%         1.6%         2.7%         10.7%       5.9%      4.7%

58 91 112 36 11 97 405 277

77.9%        73.2%        66.5%        48.9%        52.8%        73.3%       62.8%    59.2%     

471 751 1076 1110 215 663 4286 3481

12.4%        16.9%        24.8%        49.5%        45.7%        18.9%       31.2%    -

75 173 402 1123 186 171 2130 -

9.8%         9.9%         8.7%         1.5%         1.5%         7.8%        6.1%      -

59 102 141 35 6 71 414 -

100.0%      100.0%      100.0%      100.0%      100.0%      100.0%     100.0%  100.0%

605 1,026 1,619 2,268 407 905 6,830 5,880

合       計

⑩その他

⑥教員免許を有する者
　（①に該当する者を除く）

④精神保健福祉士

⑧①～⑦に記載の資格を有しない
　社会福祉主事

⑨①～⑧に記載の資格を有しない
　一般事務職員

⑦保育士
　（①に該当する者を除く）

　　　　　　　　小計
（児童福祉司と同様の資格を有す
る者①～④の計）

小計
（①～⑧の計）

③社会福祉士

⑤保健師・助産師・看護師
　（①に該当する者を除く）

②医師

村

①児童福祉司と同様の資格を有す
る者（②、③又は④に該当する者を
除く。）

町 合計 参考
（平成19年度）

市区
政令指定都
市・児童相
談所設置市

 
 

※「（参考）平成 19 年度」における「⑨①～⑧に記載の資格を有しない一般事務職員」「⑩その他」については、昨年度把握を行った、

何らかの資格を有する者に該当する「心理職」「福祉職」を含めていないため、比較できない。

２．主たる相談窓口の担当職員について 

-66-




